
 

 

 

  住民異動届・住民票の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  戸籍謄本等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 身分証明書は本人以外が取得するには委任状が必要です。 

※ 出生、婚姻届等の受理証明書を届出人以外が取得するには委任状が必要です。また、戸籍届書記載事項証明（死亡診断書

の写し等）を請求する場合は、該当者の家族、親族による正当な請求であることを明らかにする書面（簡易保険証書、年金

証書等）を持参することが必要です。 

続  柄 住民票 住民異動届 備  考 

①同一世帯員    

②配偶者・父母・子・祖父母・孫 必要 必要 同一世帯員である場合は委任状不要 

③子の配偶者 必要 必要 同一世帯員である場合は委任状不要 

④兄弟姉妹 必要 必要 同一世帯員である場合は委任状不要 

⑤おじ・おば・おい・めい 必要 必要 同一世帯員である場合は委任状不要 

⑥知人等 必要 必要  

続  柄 戸籍 除籍 附票 備  考 

①配偶者・父母・子・祖父母・孫     

②子の配偶者 必要 必要 必要 ①子が記載されている戸籍等は委任状不要 

③同一戸籍の兄弟姉妹     

④別戸籍の兄弟姉妹 必要 必要 必要 相続のための取得で、申請者に相続権がある場合は委任状不要 

⑤おじ・おば・おい・めい 必要 必要 必要 相続のための取得で、申請者に相続権がある場合は委任状不要 

⑥知人等 必要 必要 必要  

②祖父母 

①配偶者 

⑤おじ・おば ①父母 

①祖父母 

④別戸籍の兄弟姉妹 

⑤おい・めい 

②子の配偶者 ①子 

 

証明が必要な者 

①孫 

③同一戸籍の兄弟姉妹 

右図、下記は一例です。不明な点など詳しくは、 

市民課窓口係（０７３９－２６－９９２３）へ 

お問い合わせください。 ⑥知人等 

委任状が必要な範囲一覧 

②配偶者 

⑤おじ・おば ②父母 

②祖父母 

④兄弟姉妹 

⑤おい・めい 

③子の配偶者 ②子 

①同一世帯員 

異動する者・ 

証明が必要な者 

②孫 

右図、下記は一例です。不明な点など詳しくは、 

市民課窓口（０７３９－２６－９９２３）へ 

お問い合わせください。 
⑥知人等 


